
 

 

福山市鞆町町並み保存地域防災事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鞆町伝統的建造物群保存地区（以下「保存地区」という。）の歴史的な

町並みを守るとともに、地域住民の生命・身体及び財産を災害から保護し、安心・安全に暮

らし続けることのできるまちづくりを実現するため、福山市鞆町伝統的建造物群保存地区防

災計画（２０２１年５月策定）に基づき実施される事業に対して福山市鞆町町並み保存地域

防災事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付について、福山

市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号）（以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによ

る。 

（１）街頭消火器  

保存地区内において、公共の用に供する道路等から誰もが容易に使用できる屋外に設置され、

次の表に適合する消火器をいう。 

種類 型（薬剤量） 表記 

ＡＢＣ粉末消火器 １０型（３．０Kg）以上 
所定のシールに町名及び消火

器番号を表記する 

 

（２）薬剤詰替え  

当該事業で設置した街頭消火器の薬剤を詰め替えることをいう。 

 

（３）消火器収納箱 

保存地区内において、公共の用に供する道路等から誰もが容易に使用できる屋外に設置され、

次の表に適合するものをいう。 

寸法 素材 
塗装 

表記 
地 文字 

消火器が格納で

きること 

ステンレス製又は

スチール製 

茶色の塗

装 

白色 所定のシールに町名及

び消火器収納箱番号を

表記する 

 

（４）連動型住宅用火災警報器 

保存地区内の建築物に設置する住宅用火災警報器で、次の表に適合するものをいう。 

なお、設置等については、福山地区消防組合火災予防条例（平成２年条例第１８号）に掲げ

る基準によること。 

動作方式 感知方式 設置場所 

無線連動型 煙式 警報器の内１台は玄関など公共の用に供する道路

等から容易に警報音を聞き取れる位置に設置する 



 

 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げる事

業とする。 

（１）地域防災事業 

福山市鞆町伝統的建造物群保存地区防災計画に基づく次の防災資機材の整備事業 

ア 街頭消火器設置 

イ 街頭消火器の薬剤詰替え 

ウ 消火器収納箱設置 

エ 連動型住宅用火災警報器設置 

 

（補助対象者） 

第４条 前条の事業を実施し、補助を受けるもの（以下「補助事業者」という。）は、別表第１

の（ロ）補助対象者欄に定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しな

い。 

（１）市税を滞納している者 

（２）暴力団（福山市暴力団排除条例［平成２４年条例第１０号］第２条第１号の暴力団をい

う。） 

（３）暴力団員等（福山市暴力団排除条例第２条第３号の暴力団員等をいう。） 

 

（補助金額等） 

第５条 補助事業に要した経費（以下「補助対象経費」という。）に対して補助することとし、

補助金の上限額、補助率及び補助回数は、別表第１の（ニ）補助金額等欄に定める。ただし、

別表第２に定める経費については、補助対象経費より除く。 

２ 補助事業の実施期間は、補助事業者が本事業の決定を受けた日から、当該年度の２月末ま

でとする。ただし、市長が、必要と認めるときは、補助事業の実施期間を別に定めることが

できる。 

 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助事業者は、補助金交付申請書に規則第４条に規定するもののほか、次に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）団体の場合は規約、役員名簿 

（２）図面、カタログの写し 

（３）設置予定位置図（薬剤詰替え、連動型住宅用火災警報器を除く。） 

（４）見積書の写し 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 前条の規定により補助金の交付申請があったときは、市長はこれを審査の上、適当と認

めるものについて予算の範囲内で補助金を決定するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をする場合には、次に掲げる条



 

 

件を付するものとする。 

（１）この補助金は、交付決定した事業費以外に使用してはならない。 

（２）規則の規定を遵守すること。 

３ 市長は、交付決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書により、当該交付決定の

内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請した者に通知しなけれ

ばならない。 

４ 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、不交付決定通知書により、補助金の

交付を申請した者に通知するものとする。 

 

（事業計画の変更） 

第８条 補助事業者は、前条第３項の規定による交付決定の通知を受けた後において、次の各号

のいずれかに該当する場合には、あらかじめ事業計画変更承認申請書に本要綱第６条（１）

から（４）のうち変更に係る書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

（１）補助事業の内容又は予算の変更をしようとするとき。 

（２）補助事業を廃止しようとするとき。 

２ 市長は、第１項の規定による事業計画変更承認申請書の提出があった場合には、これを審

査の上、適当と認めるものについては、交付の決定の内容を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定による交付決定の内容を変更したときは、補助金交付決定変更通知書

により補助事業者に通知するものとする。 

 

（事業報告書の提出） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して３０日

を経過した日までに、補助事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必

要と認めるときは、提出期限を別に定めることができる。 

２ 補助事業者が、規則第１１条の規定により事業報告書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。 

（１）収支決算書 

（２）領収書等の補助対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し 

（３）事業を実施したことが確認できるカラー写真 

 

(補助金の交付) 

第１０条 市長は、前条の規定により事業報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助

事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書により市

長に請求しなければならない。 

 

(交付決定の取消し) 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一



 

 

部を取り消すことができる。 

(１)補助金をその交付の目的以外に使用したとき。 

(２)交付決定に付した条件に違反したとき。 

(３)規則及び本要綱に定める申請や報告において虚偽や文書の偽造等があったとき。 

(４)補助事業の実施について不正の行為が認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書によ

りその旨を補助事業者に通知するものとする。 

 

(補助金の返還) 

第１２条 市長は、前条第 1 項の規定により交付決定を取り消した場合において、取消しに係る

部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

 

(財産処分の制限) 

第１３条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、そ

の財産が耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)

別表第１及び別表第２に定める耐用年数をいう。) を経過し、又は市長の承認を受けた場合

は、この限りでない。 

 

(帳簿の備付け) 

第１４条 補助事業者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他の帳簿を

備え付け、証拠書類とともに整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年

間保存しておかなければならない。 

 

(立入検査等) 

第１５条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補

助事業者に対して、補助事業に関する報告を求め、若しくは帳簿、書類その他の物件の提出

を求め、又はその指定する職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物

件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の要求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第 1 項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

  

（書類の様式） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、2024 年（令和 6 年）4 月 1 日から施行する。 



 

 

別表第 1  

（イ） 

事業区分 

（ロ） 

補助対象者 

（ハ） 

事業内容 

（ニ） 

補助金額等 

地域防災活

動支援事業 

鞆まちなみ保存

会の理事（保存

地区内に限る。） 

１ 街頭消火器の購入

費・設置に要する費用

に対する補助 

 

２ 街頭消火器の薬剤詰

替えに要する費用に

対する補助 

 

３ 消火器収納箱の購

入・設置に要する費用

に対する補助 

 

 

 

 

１ 街頭消火器 

 補助対象経費×５０％ 

（１本あたり４，０００円を上限と 

する。） 

２ 街頭消火器の薬剤詰替え 

補助対象経費×５０％ 

（１本あたり３,０００円を上限と 

する。） 

３ 消火器収納箱 

 １本用 補助対象経費×８０％ 

（１箇所あたり７,０００円を上限 

とする。） 

 ２本用 補助対象経費×８０％ 

（１箇所あたり８,０００円を上限 

とする。） 

 

鞆町伝統的建造

物群保存地区内

に建物を所有す

る又は現に居住

する世帯 

 

１ 連動型住宅用火災警

報器設置の購入費・設

置に要する費用に対

する補助 

 

１ 連動型住宅用火災警報器 

 補助対象経費×５０％ 

（1 台あたり４,０００円上限とし、 

親機を含め１世帯あたり５台を限 

度とする。） 

※補助対象となる１世帯につき１ 

回/年度を限度とする。 

 

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を含むものとする。 

※補助対象経費に補助率を乗じた額に１,０００円未満の端数がある場合はそれを切り捨てる。 

別表第２ 

補助の対象外とする経費 

・領収書等により確認することができない経費 

・その他、本事業の対象として適切でないと認められる経費 

 

 

 

 

 

 


